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第４章 生活ごみ・避難所ごみの処理

生活ごみや避難所ごみには、生ごみ等の腐敗性廃棄物が多く含まれるため、

優先して回収・処理する。

第１節 生活ごみ・避難所ごみの発生

災害時の避難所では、非常食の容器等のごみが多く発生し、使用済み衣類や

携帯トイレ、簡易トイレ等の平時とは異なるごみが発生する。

第２節 生活ごみ・避難所ごみの収集運搬・処理

１ 災害時

【避難所の開設状況の確認】

○災害廃棄物担当部局は、災害対策本部を通じて、各避難所の避難者数や各

避難所のごみ置場の設置場所を確認する。

【収集運搬体制の構築】

○災害廃棄物担当部局は、生活ごみ及び避難所ごみの収集運搬体制を確立す

る。

○平時の収集運搬委託業者、協定締結先の車両を確保しても必要台数を確保

できない場合は、県や D.Waste-Netへの広域支援要請、関東地域ブロッ
クにおける災害廃棄物対策行動計画の枠組み等に基づき、収集運搬車両と

人員に係る支援要請を行う。支援要請に当たっては、支援を必要とする収

集運搬車両の種類と台数、支援を必要とする期間を連絡する。

【作業計画の検討】

○避難所ごみの発生量を推計する。推計した発生量、避難所の設置数・場所

に基づき、収集ルートを決定し、作業計画を検討する。生ごみを含む可燃

ごみの収集運搬を最優先に行う。作業時間は、確保できた人員、車両及び

道路状況等により、平時よりも時間を要することを想定する。

【町民への周知及び広報】

○収集するごみの優先順位、臨時的な分別方法、ごみ集積所・収集曜日・

収集時間等の一時的な変更、避難所でのごみの排出方法等について、防災

総括班と協力し、町民へ周知及び広報を行う。

○避難所ごみは、衣類、ダンボール、容器包装プラスチック等が大量に発生

することを踏まえ、分別区分や収集頻度等を設定する。

○町民への周知・広報の方法は、避難所でのちらしの配布・貼紙、広報紙・
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ホームページ、ＳＮＳ、広報車、マスコミの利用、自治会へ周知する方法

により行う。

【収集運搬の実施、処理先への搬入】

○作業計画に基づき収集運搬を行う。

○生活ごみ・避難所ごみは、仮置場に搬入せず既存の施設で処理を行う。

○一般廃棄物処理施設が操業再開しておらず処理できない場合等について

は、県及び近隣市町村へ支援要請を行う。

○事業系ごみについては、基本的には排出事業者の責任において一般廃棄物

収集運搬業者に委託して焼却施設へ搬入するが、状況により本町が収集運

搬を行う等柔軟な対応を検討する。

○腐敗した事業系の食品廃棄物が大量に排出された場合など、公衆衛生上重

大な影響が見込まれ、かつ、排出事業者のみで速やかな処理が困難な場合

には、本町による収集も検討する。

２ 平時

○避難所の数及び場所を把握しておく。

○収集運搬車両の台数、委託先、関連協定等の情報を整理し、収集運搬車両

の調達方法を確認しておく。

○災害時における収集運搬業者・処理先への連絡方法を確認しておく。


